
１．件 名「新規制基準適合性審査の進め方に係る意見交換（柏崎刈羽６、７

号機（１５０））」 

２．日 時：平成２９年６月１６日 １３時３０分～１３時４５分 

３．場 所：原子力規制庁 ８階 Ｄ会議室 

４．出席者 

  原子力規制庁： 

  （新基準適合性審査チーム） 

櫻井安全審査官、糸賀原子力規制専門員 

 

事業者： 

東京電力ホールディングス株式会社：原子力設備管理部 設備計画グルー

プ 副長 他４名 

 

５．要旨 

（１）東京電力ホールディングス株式会社から、柏崎刈羽原子力発電所６号及

び７号炉の設置許可基準規則等への適合性、重大事故等対策の有効性評

価、設置許可基準規則等への適合性及び重大事故の発生及び拡大防止に

必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準への適合

性、発電用原子炉の設置変更（６号及び７号炉発電用原子炉施設の変更）

に係る原子炉等規制法第４３条の３の６第６項第２号（経理的基礎に係

る部分に限る）基準への適合性、発電用原子炉の設置変更（６号及び７

号発電用原子炉施設の変更）に係る実用発電用原子炉の設置、運転等に

関する規則第３条の２の４発電用原子炉の運転に要する核燃料物質の取

得計画及び原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性につ

いて資料の提出があった。 

（２）原子力規制庁は、今後資料の確認を行い、必要に応じて指摘を行ってい

くこととした。 

 

６．その他 

提出資料：  

・柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉 敷地周辺陸域の地質・地質構造につ

いて 

・柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉 敷地周辺海域の地質・地質構造につ

いて 

・柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉 敷地近傍の地質・地質構造について 

・柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉 敷地の地質・地質構造について 

・柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉 敷地の地質・地質構造について【補



足説明資料】 

・柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉 原子炉建屋等の基礎地盤及び周辺斜

面の安定性について 

・柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉 原子炉建屋等の基礎地盤及び周辺斜

面の安定性について【補足説明資料】 

・柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 基準地震動の策定について 

・柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 基準地震動の策定について【補足

説明資料】 

・柏崎刈羽原子力発電所における津波評価について 

・柏崎刈羽原子力発電所における津波評価について【補足説明資料１／２】 

・柏崎刈羽原子力発電所における津波評価について【補足説明資料２／２】 

・柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉 火山影響評価について 

・柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉 火山影響評価について【補足説明資

料１】 

・柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉 火山影響評価について【補足説明資

料２】 

・柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉 設計基準対象施設について 

・柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉 重大事故等対策の有効性評価につい

て 

・柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉 重大事故等対策の有効性評価につ

いて(補足説明資料) 

・柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉 重大事故等対処設備について 

・柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉 重大事故等対処設備について(補足

説明資料) 

・柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉「実用発電炉に係る発電用原子炉設

置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について 

・柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉 発電用原子炉の設置変更（６号及

び７号炉発電用原子炉施設の変更）に係る原子炉等規制法第４３条の３の６

第６項第２号（経理的基礎に係る部分に限る）基準への適合について 

・柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉 発電用原子炉の設置変更（６号及

び７号発電用原子炉施設の変更）に係る実用発電用原子炉の設置、運転等に

関する規則第３条の２の４発電用原子炉の運転に要する核燃料物質の取得

計画について 

・柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉 原子力事業者の技術的能力に関す

る審査指針への適合性について 


